
モード別 本省評価 本省と運輸局
合同による評価 運輸局単独評価 計

鉄 道 ０ ０ １ １

自 動 車 35 １ 28 64

船 舶 １ ２ 28 31

計 36 ３ 57 96
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輸送の安全確保は運輸事業の根幹として､ 平成18年10月に ｢運輸安全マネジメント制度｣ が導入さ

れ､ 14年が経過しました｡ 本制度は運輸事業者の間で概ね定着し､ 一定の効果を得ています｡ 一方､

未だ取組の途上にある事業者も存在すること､ 自動車輸送分野においては､ 相当数の事業者が努力義

務に留まっていること､ 自然災害､ テロ､ 感染症等への対応の促進等の課題があります｡ また､ 貸切

バス事業者に対する安全性の確保の社会的要請も高まっています｡

これらを踏まえ､ 国土交通省では運輸安全マネジメント制度の今後のあり方について議論を行い､

平成29年７月に ｢運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン｣ を改訂しました｡ ま

た､ 激甚化・甚大化する自然災害等に対応するべく､ この改訂で明記した ｢自然災害対応｣ へのガイ

ダンスとして､ 令和２年７月に ｢運輸防災マネジメント指針｣ を策定､ ｢運輸事業者における安全管理

の進め方に関するガイドライン｣ における ｢自然災害｣ への対応について､ 運輸事業者が参考とすべ

き考え方として公表しています｡

自動車モードでは､ 平成25年10月から全ての貸切バス事業者に安全管理規程の届出が義務付けられ､

対象事業者が大きく増加したため､ 一定規模以上の貸切バス事業者に対しては通常の評価を実施､ そ

れ以外の事業者に対しては中小規模事業者向けの効率的な評価を実施することで､ 平成29年度から令

和３年度までの５年間で全ての貸切バス事業者に評価を実施することとしています｡ また､ 平成30年

４月からは､ 運輸安全マネジメント制度の取組を更に促進させるため､ トラック事業者及びタクシー

事業者の適用範囲を拡大し､ 200両以上の車両を保有する事業者に安全管理規程の届出が義務付けられ

ました｡

海運モードにおいては､ 平成24年度末で管内の全事業者 (346者) の評価を終了し､ 平成25年度から

は一定規模以上の事業者を２期に分け３年連続で評価を行うこととし､ 平成28年度からは第２期の31

者に対して評価を実施したところです｡

また､ 令和元年度からは向こう６年間の ｢中期評価実施計画｣ を策定し､ 概ね３年に１回定期的に

評価を行うこととしています｡

●令和元年度中国運輸局運輸安全マネジメント評価実施状況

●評価内容

(評価事項)

【鉄 道】経営トップの安全管理体制への主体的な関与､ 安全統括管理者による安全管理体制の課題の

解決・改善に向けて主体的に関与等

【自動車】経営トップの安全管理体制への積極的な関与､ 情報伝達及びコミュニケーションの充実等

【船 舶】経営トップの安全管理体制への積極的な関与､ 情報伝達及びコミュニケーションの充実､ ヒ

ヤリ・ハット情報等の収集・活用等

(助言事項)

【鉄 道】ヒヤリ・ハット情報等の収集・活用､ 内部監査､ マネジメントレビューの実施による､ 安全

管理体制の見直し・改善等

【自動車】安全重点施策の充実・強化､ ヒヤリ・ハット情報等の収集・活用､ 内部監査の実施等

【船 舶】ヒヤリ・ハット情報等の収集・活用､ 内部監査の取組､ マネジメントレビューの実施等
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賞 賜
氏 名 年 令 死亡年月 経 歴

叙位・叙勲

従 六 位 石 指 時 夫 92 ２.４ 元・(社) 岡山県自動車整備振興会副会長

従 五 位 藤 原 幹 夫 90 ２.５ 元・中国運輸局総務部長

従 六 位 森 橋 律 夫 79 ２.７ 元・(一社) 山口県タクシー協会会長

従 六 位 岩 本 榮 86 ２.12 元・(社) 山口県レンタカー協会会長

年 次 賞 賜 氏 名 年 令 経 歴

令和元年秋 旭 小 上 野 弘 文 70 元・(一社) 日本自動車販売協会連合会広島県支部支部長

旭 双 小 野 正 博 70 元・(一社) 広島県タクシー協会会長

瑞 双 大 碇 誠 明 71 元・中国運輸局広島運輸支局長

瑞 双 白 神 敬 之 72 元・中国船員地方労働委員会事務局長

令和２年春 旭 双 永 井 好 輔 75 (公社) 島根県トラック協会副会長

瑞 双 水 岩 田 博 70 元・中国運輸局自動車交通部長

瑞 双 細 川 佳 彦 72 元・中国運輸局海上安全環境部首席海事技術専門官

年 次 賞 賜 氏 名 年 令 経 歴

令和元年秋 該当なし

令和２年春 該当なし
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１. 叙位・叙勲� 死亡者の叙位・叙勲

� 生存者の叙勲

※ 旭小：旭日小綬章､ 旭双：旭日双光章､ 瑞双：瑞宝双光章

２. 褒章
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